
5事業と給与の両方の収入がある場合 

事業と給与の両方の収入がある場合は、まず認定基準額 130 万円から事業収入で

の被扶養者の収入額を差し引いた額を「差引後の年額の基準額」、差引後の年額の基

準額を 12 か月で割った額を「差引後の月額基準額」とします。 

 

 

例：被扶養者の収入（事業収入） 700,000 円  （給与収入）毎月約 30,000 円 

 

○計算内容  （差引後の年額の基準額）     （差引後の月額基準額） 

 1,300,000 円－700,000 円＝600,000 円  ➡ 600,000 円÷12 か月＝50,000 円 
 

 

 こうして計算で得た金額を基準に、次項の条件に該当した場合は、資格取消しとな

りますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 



資格取消要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 労働条件上の給与月額が「差引後の月額基準額」以上の時、または労働条

件上の給与等の年額が「差引後の年額の基準額」以上になることが見込ま

れる時 

  ➡就職日または労働条件の変更日から資格取消し 

 

 

２ １以外の場合で、連続する 12 か月の給与等の額（賞与等は支給額の全額

を支給月の収入とします。）の合計が、「差引後の年額の基準額」以上とな

った時 

  ➡差引後の年額の基準額以上となった月の初日から資格取消し 

 

 

３ １以外の場合で、給与等の額が 3 か月連続で「差引後の月額基準額」以上

となった時 

  ➡連続して差引後の月額基準額以上となった最初の月の初日から資格取

消し 

 ※非課税の交通費は収入に含めません 

 ※賞与等は支給額の全額を支給月の収入とします。 

 

 


